
◎独立行政法人男女共同参画機構法 
（令和七年六月二七日法律第七九号）   

一、 提案理由（令和七年六月六日・衆議院内閣委員会） 

○三原国務大臣 ただいま議題となりました独立行政法人男女共同参画機構法案及び独

立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきま

して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 まず、独立行政法人男女共同参画機構法案について御説明申し上げます。 

 この法律案は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に係る関係者相互間の連

携及び協働の促進、当該施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員等に対する研

修、当該施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究等を行うことにより、当該

施策の推進を図り、もって男女共同参画社会の形成の促進に寄与することを目的とする

独立行政法人男女共同参画機構を設立するためのものであります。 

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、本独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることとし

ております。 

 第二に、本独立行政法人の役員として、理事長、理事及び監事を置くこととしており

ます。 

 第三に、本独立行政法人の主務大臣等について定めるほか、同法人の設立に関連いた

しまして、独立行政法人国立女性教育会館の解散に関する事項等を定めることとしてお

ります。 

……………（略）…………… 

 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、 衆議院内閣委員長報告（令和七年六月一二日） 

○大岡敏孝君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過及び結果を御報告します。 

 まず、独立行政法人男女共同参画機構法案は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策に係る関係者相互間の連携及び協働の促進等を行うことにより、当該施策の推進

を図り、もって男女共同参画社会の形成の促進に寄与することを目的とする独立行政法

人男女共同参画機構を設立するものです。 

……………（略）…………… 

 両法律案は、去る六月五日本委員会に付託され、翌六日三原国務大臣から趣旨の説明

を聴取しました。次いで、十一日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決しまし

たところ、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 なお、両法律案に対し附帯決議が付されました。 



 以上、御報告します。 

○附帯決議（令和七年六月一一日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なき

を期すべきである。 

一 独立行政法人男女共同参画機構（以下「機構」という。）の目的を女性教育の振興

にとどめず男女共同参画促進施策の推進とすることに鑑み、機構及び男女共同参画セ

ンター（以下「センター」という。）について、その認知度の向上を図るとともに、

男女共同参画社会の形成を社会全体で促進するための活用の在り方について検討し、

その結果に基づき必要な措置を講ずること。 

二 機構の主たる事務所について、引き続き埼玉県比企郡嵐山町に存置する方針である

ことに鑑み、政府の男女共同参画施策に係る部局との緊密な連携の在り方、機構から

全国各地への効率的なアウトリーチの手法等について検討し、その結果に基づき必要

な措置を講ずること。 

三 機構から埼玉県への土地の返還に当たっては、その具体的な方法及び時期につい

て、埼玉県及び嵐山町との間で丁寧な協議を行うこと。また、機構の有する施設につ

いては、同町に設置されることの利点を生かしつつ、必要性の低い施設を温存するこ

とのないよう合理化や効率化を徹底し、男女共同参画の中核的組織としてふさわしい

活用が行われるよう留意すること。あわせて、原状回復の在り方について埼玉県が研

修棟や宿泊棟の民間による活用を望む場合には、県の検討等に協力すること。 

四 男女共同参画の施策の推進に当たっては、地方自治体と丁寧なコミュニケーション

を図ること。また、全国のセンターに対し、その機能を充実させるための支援を行う

とともに、各地でセンターが十分な機能を発揮することができるよう、広域的な連携

・協力体制の構築を後押しすること。 

五 機構の有効性及び必要性を不断に検証し、社会情勢や行政需要の変化に応じて機能

や主たる事務所の設置場所を含め組織体制の見直しを行い、その結果に基づき必要な

措置を講ずること。 

三、 参議院内閣委員長報告（令和七年六月二〇日） 

○和田政宗君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、独立行政法人男女共同参画機構法案は、独立行政法人男女共同参画機構を設立

するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものでありま

す。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、男女共同参画社会の実現に向

けた取組状況、新設される機構の機能強化のための方策、国立女性教育会館の研修施設

等の撤去をめぐる対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御



承知願います。 

 質疑を終局した後、日本維新の会を代表して片山委員より、機構法案の附則に施行後

三年以内の検討条項を追加する旨の修正案が提出されました。 

 次いで、討論に入りましたところ、日本維新の会の片山委員より両法律案の原案に反

対、機構法案の修正案に賛成、日本共産党の井上委員より両法律案の原案及び機構法案

の修正案に反対、れいわ新選組の大島委員より両法律案の原案及び機構法案の修正案に

反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、両法律案はいずれも

多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年六月一九日） 

 政府は、両法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 独立行政法人男女共同参画機構（以下「機構」という。）の目的を男女共同参画促

進施策の推進とすることに鑑み、機構及び男女共同参画センター（以下「センター」

という。）について、その認知度の向上を図るとともに、男女共同参画社会の形成を

社会全体で促進するための活用の在り方について検討し、その結果に基づき必要な措

置を講ずること。その際には、女子差別撤廃条約にのっとりジェンダー平等の実現に

向けた取組を促進することに十分留意すること。 

二 機構の主たる事務所について、引き続き埼玉県比企郡嵐山町に存置する方針である

ことに鑑み、政府の男女共同参画施策に係る部局との緊密な連携の在り方等について

検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。 

三 機構から埼玉県への土地の返還に当たっては、その具体的な方法及び時期について、

埼玉県及び嵐山町との間で丁寧な協議を行い、原状回復の在り方について埼玉県が研

修棟や宿泊棟等の民間による活用を望む場合には、県の検討等に協力すること。また、

機構の有する施設については、同町に設置されることの利点を生かしつつ、各施設の

必要性を十分に検討した上で、男女共同参画の中核的組織としてふさわしい活用が行

われるよう留意すること。 

四 多数の地方公共団体が予算・人員の不足等の理由からセンターを設置していない現

状等を踏まえ、男女共同参画の施策の推進に当たっては、地方公共団体と丁寧なコミ

ュニケーションを図り、地域間格差の解消に努めること。また、全国のセンターに対

する機構のバックアップ機能を高めるとともに、各地でセンターが行う取組の底上げ

を実現できるよう、広域的な連携・協力体制の構築を後押しすること。 

五 センターにおける各種事業は、男女共同参画に関する専門性を必要とする公務労働

であるにもかかわらず、非常勤職員等の非正規公務員が低賃金で従事している場合が

あることに鑑み、職務と賃金の不均衡を是正すべく、地方公共団体による実態の把握



と処遇改善等の取組を促すこと。 

六 機構の有効性及び必要性を不断に検証し、社会情勢や行政需要の変化に応じて機能

や主たる事務所の設置場所を含め組織体制の見直しを行い、その結果に基づき必要な

措置を講ずること。 

  右決議する。 

 


